
埼玉県教育局公用車運行管理業務委託仕様書 
 
１ 業務名 
  埼玉県教育局公用車運行管理業務委託 
 
２ 履行期間 
  履行期間：令和８年１０月１日～令和９年９月３０日 
 
３ 管理車両 
  普通乗用自動車 ２台 
   [教育長車] 日産 フーガ［５ＢＡ－Ｙ５１］ 令和２年式 
   [共 用 車] 日産 フーガ［ＣＢＡ－Ｙ５０］ 平成１９年式 
  ただし、契約期間中に同程度の車両と入換が行われる可能性がある。 
 

 教育長車については、教育長又は幹部職員等が公務出張等の移動のために使用するも

のとし、原則として受託者の専任運転手が運行業務を担当する。 
 共用車については、主として職員が自ら運転し、出張等の移動のために使用する。管

理車両の運行計画に従い、運行に支障がないように給油、整備、洗車等を行う。ただし、

教育長車の運行業務を優先するものとする。（教育長車の運行業務の合間に行うこととす

る。） 
 
４ 管理車両の本拠の位置 
  埼玉県庁（埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１５－１） 
 
５ 業務内容 
（１）運行契約に基づく行程、日程等の立案（原則として教育長車の運行に係るもの） 
（２）管理車両の運行（原則として教育長車の運行に係るもの） 
（３）管理車両の日常点検及び整備、清掃、洗車、給油 
（４）管理車両の任意保険の加入 
（５）管理車両の修理等の手配、入出庫 
（６）その他各号に付帯する業務 
 
６ 自動車保険（任意保険）への加入 
（１）交通事故等に責任を負う意思及び履行能力を担保するため、受託者の負担において

下記の内容の自動車保険（任意保険）に加入し、業務開始後速やかにそれを証明でき

る書面等を埼玉県に提出すること。 
①補償内容の保険金額について、対人保険、対物保険ともに無制限であること。 
②運転者を一切限定しないものであること。 
③弁護士特約を付帯させること 



④その他車両保険等は、乙の判断で加入して差し支えない 
 

（２）管理車両の運行時における自動車保険（任意保険）の対象となる対人、対物、及び

車両などの事故の損害については、受託者において全責任を負うものとする。 
（３）本県職員が管理車両を運転する場合における自動車保険（任意保険）の対象となる

事故については、示談交渉を要する場合は受託者が加入する保険会社において交渉を

行うものとし、事故の損害については、受託者が加入する自動車保険（任意保険）に

よりてん補するものとする。 
  
７ 費用負担 
乙負担 甲負担 ※１ 

・日常点検整備に係る費用 

・車両の洗車（洗車用品も含む）及び日常

清掃費用（消耗品代含む） 

・管理車両の自動車保険（任意保険）の保

険料 

・事故の補償、修理代 

・埼玉県負担分を除く管理車両の故障時の

修理代及び代車費用 

・運転手の携帯電話代 

・定期点検に係る費用（車検、法定点検、

税金等の諸費用及びタイヤ、エンジンオ

イル等消耗品代を含む） 

・管理車両の通常使用に伴う故障修理代 

・燃料代※２ 

・高速道路、有料道路、駐車場代の実費 

※３ 

 

 
※１ 甲負担の費用で、乙において立替払したものは甲に請求することとする。 
※２ 燃料代の支払のため給油用クレジットカードを貸与する。 
※３ 高速道路、有料道路料金の支払のためＥＴＣカードを貸与するので、ＥＴＣカー

ドが利用可能な道路では貸与したカードを用いて支払を行うこと。その他の費用は

受託者において立替えしたものを県に請求することとする。 
 
８ 車両運行管理者等 
（１）専任の車両運行管理者（運転手）を１名配置する。 
（２）車両運行管理者を指揮、命令する車両運行管理責任者を定めることとする。 
（３）業務に従事する日は契約期間のうち、１４０日以内とする。 
（４）業務従事日及び運行日（基本管理日）については、原則として月曜日から金曜日（国

民の祝日並びに１２月２９日から３１日、１月２日及び３日を除く。）における１４０

日の範囲内で、前週に週間の計画を示す。 
（５）業務従事時間（基本管理時間）は原則として午前８時３０分から午後５時１５分ま

で（うち１時間を休憩時間）とし、これを基本管理時間とする。 
（６）業務従事時間が基本管理時間を超えた場合は超過分を別途支払う。基本管理日以外

の埼玉県の指示に基づく業務については管理日外業務とし、別途管理日外管理料を支

払う。 



（７）委託の業務指示・連絡体制は、次のとおりとする。 
        （指示・注文）      （指揮・命令） 
 自動車管理担当者   → 車両運行管理責任者 →  車両運行管理者                  

  （埼玉県）     ←              （運転手） 
          （伺い） 

※ただし、緊急やむを得ない場合には、埼玉県が車両運行管理者に直接指示・連絡する

ことができる。その際、埼玉県又は車両運行管理者は直ちに（そのいとまがない場合

は事後速やかに）、業務責任者の了解を得るものとする。 
（８）自動車管理担当者は、原則として、前週金曜日（当該日が基本管理日でない場合は

直前の基本管理日）の午後４時までに翌週の運行計画を車両運行管理責任者に示すも

のとする。また、週の途中で運行計画に変更が生じた場合は、その都度、変更後の運

行計画を車両運行管理責任者に示すものとする。 
（９）車両運行管理責任者は、車両運行管理者（運転手）の業務終了後、原則として、翌

日（当該日が基本管理日でない場合は直後の基本管理日）午後５時までに管理日報を

自動車管理担当者に提出する。ただし、甲の承諾を得た場合はこの限りではない。 
（10）各月の総走行距離数は、２，５００ｋｍ以内とする。 
 
９ 車両運行管理者（運転手）の要件 
（１）普通自動車第一種免許（ＡＴ限定可）以上を所持し、ハイヤー、役員車等の運転の

実務経験が１年以上の者であること。 
（２）契約期間の初日現在で年齢が７０歳未満であること。 
（３）安全運転や接遇に関しての講習等を受講したものであること。 
（４）過去５年以内において免許の取消や停止の行政処分がないこと。 
（５）運行業務がある日に事故等で専任運転手が欠ける場合、代替運転手を確保すること。 
（６）心身ともに健康であり、本業務を安全に遂行する上で問題がないこと。 
 
10 守秘義務 

本業務に従事する者又はした者は、業務に関して知り得たすべての情報を漏らしては

ならない。なお、契約期間満了後も同様とする。 
 

11 その他 
（１）執務室内に机及び椅子を用意する。ただし、運転手専用の控室、更衣室等はない。 
（２）受託者（専任運転手）の自家用車、社用車の駐車は不可。 
（３）管理車両の鍵は所定の場所に返却する。ただし、時間外及び休日における鍵の返却

方法については、埼玉県の指示に従うものとする。 
（４）本業務の遂行に際し、本仕様書に定めのない事項については、埼玉県及び受託者双

方が協議して定めるものとする。 


